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緊急事態宣言による教育活動の変更について 

 

平素より，本校の教育活動にご理解とご協力をいただき，ありがとうございます。 

この度，新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言が発出されたことを鑑み，感染

拡大防止の観点から，以下の５点について教育活動の変更をさせていただきます。 

今後も本校におきまして，継続して感染症対策の徹底を図ってまいりますので，保護者の皆様

におかれましても，引き続き，ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

                    記 

① 家庭訪問について 

5 月６日～11日まで予定していた家庭訪問は中止します。ただし，相談や困りごとがある

場合はご遠慮なく担任にご連絡ください。 

         

② 公開授業週間について 

5 月 10日(月)から予定していました公開授業週間は中止します。例年，公開授業週間の最

終日に設定していた PTA予算総会は中止し，書面にて行う予定です。 

 

③ 休日参観について 

5 月 29 日(土)の休日参観は中止し、休日にします。それに伴い､代休日に設定しておりま

した 31日（月）を登校日にします。ただし，午後から予定の朱雀フォーラムについては延

期させていただきます。 

 

④ 部活動について 

緊急事態宣言期間中の部活動は中止します。再開は生徒を通じてご連絡します。 

 

⑤ 修学旅行について 

6 月 7日～9日に予定していた修学旅行は延期します。実施時期等，詳しくは後日､お知ら

せいたします。 

 

 ※昼食について(変更) 

 

 

 

 

 

 

 

※６日の放課後にGIGA端末(一人一台タブレット)を持ち帰り、Webでの学習活動の練習をす

る予定にしています。詳しくは生徒を通じてプリントを配布いたします。 

給食が設定されていない日 

5 月 6日（木） 昼食持参なし(4限下校) 

  7 日（金） 昼食持参あり(5限下校) 

10 日（月） 昼食持参あり(6限下校) 

11 日（火） 昼食持参あり(6限下校) 

31 日（月） 昼食持参あり(6限下校) 


